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6月 27日 第 1回子ども・

子育て会議 資料２ 

地域子ども・子育て支援事業の現状と課題 

 

（１）利用者支援事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供や相談・助言を行うとともに関係機関との連

携を行う事業です。 

今後の方向性 
地域子育て支援センター設置と併せて平成29年度からの実施を目

指します。 

市の取り組み方針 
児童福祉法の改正を受け、子育て世代包括支援センター機能を合わ

せ検討します。 

課題 担い手の掘り起こし 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

提供区域 各区域 

事業内容 
未就学の子どもとその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で子育てに関

する情報交換や交流、仲間づくりができる場所を提供する事業です。 

平成 2７年度実績 
あおほり子育てサロン 延 3,978人 

もうひとつのお家 延 3,340人 

今後の方向性 
平成 29年度に富津地区 1か所、平成 30年度に天羽地区 1か所開

設を目指します。 

市の取り組み方針 財政的支援により、民間事業者による実施を促進します。 

課題 
担い手の掘り起こし 

既存地域子育て支援センターの利用状況と必要量見込みとの差異 

 

 

（３）妊婦健診 

提供区域 全市域 

事業内容 

より安全で安心な出産を支援するために、妊娠中に指定医療機関に

おいて 14 回を限度に公費で基本的な健診を受けられるようにする

事業です。 

平成 2７年度実績 延べ  2616人 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に実施します。 

課題 特になし。 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を保健師・助産師等が訪問し、子育て支援に関する情報提供、育児

や産後の生活の相談、養育環境等の把握を行う事業です。 

平成 2７年度実績 
2か月児訪問事業 

訪問者数 206人（対象者 221人） 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に実施します。 

課題 

訪問しなかった家庭は、時期を越えての訪問や、乳児健診に勧奨し

育児支援をしています。すべての乳児の全数把握を目指していま

す。 

 

 

（５）養育支援訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

平成 2７年度実績 ７人 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に実施します。 

課題 
精神疾患（産後うつを含む）、知的障害、外国人など継続支援が必

要な家庭が増えています。 

 

 

（６）子育て短期支援事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の疾病や冠婚葬祭等の理由により、家庭において子どもを一

時的に養育できない場合に児童養護施設等で預かる事業です。 

≪事業種類≫短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）、夜間養

護等事業（トワイライトステイ事業） 

今後の方向性 ニーズ調査において需要がないため、必要に応じて検討を行います。 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

提供区域 全市域 

事業内容 

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の援助を希望する者（利

用会員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援

助活動に対する連絡・調整を実施する事業です。 

今後の方向性 
地域子育て支援センター設置と併せて平成 29 年度からの実施を目

指します。 

市の取り組み方針 

社会福祉協議会への補助事業として平成２８年４月１日から事業を

開始。事業の認知度を上げ、会員数の増加を図るため、社会福祉協

議会と連携し周知を行います。 

課題 事業の認知度が低く、会員登録数が増加しない。 

 

 

（８）一時預かり事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での保育が一時的に困

難になったときに、保育所等で一時的に預かる事業です。 

平成 2７年度実績 
保育所（園）及び認定こども園における一時預かり 

市内 11か所 延利用児童数 1,614人 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に事業費の補助を行っていく。 

課題 特になし 

 

 

（９）延長保育事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
保育認定を受けた子どもについて、11 時間の開所時間を超えて保

育を実施する事業です。 

平成 2７年度実績 

私立保育園４か所及び公立保育所１か所で実施 

実利用者数 合計 329人 

（富津地区 225人、大佐和地区 104人、天羽地区 0人） 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に事業費の補助を行っていく。 

課題 特になし 
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（１０）病後児保育事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
病後児について、家庭での保育に欠ける場合に保育園等の専用スペ

ースで看護師等が一時的に保育を行う事業です。 

平成 2７年度実績 私立保育園１か所実施 延利用児童数 314人 

今後の方向性 現行と同様に実施します。 

市の取り組み方針 現行と同様に事業費の補助を行っていく。 

課題 特になし 

 

 

（１１）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

提供区域 各区域 

事業内容 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学している児

童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全

な育成を図る事業です。 

平成 2７年度実績 

小学校 12校中 5校区実施 年間平均登録者数１５５人 

（富津地区 ５か所 １１２人、大佐和地区 ２か所 ４３人、 

天羽地区 実施なし） 

今後の方向性 

平成 27年度に富津地区１か所、平成 28年度に大佐和地区、天羽

地区各 1 か所設置、平成 30 年度に富津地区、天羽地区各 1 か所

設置を目指します。 

市の取り組み方針 

財政的支援により、民間事業者による実施を促進します。 

事業実施主体となれる団体（社会福祉法人）などへの働きかけを行

います。 

課題 

事業実施主体となれる団体など担い手の掘り起こし。 

補助金の要件である支援員の確保が困難 

少子化に伴う小規模校が増え 点在するニーズに対し、従来の学校

区単位での設置が困難となっています。 

 

 

（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

提供区域 なし 

事業内容 
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育に必要な実費徴

収に係る費用を助成する事業です。 

今後の方向性 必要に応じて、検討を行います。 
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（１３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

提供区域 なし 

事業内容 

特定教育・保育施設等への民間業者の参入の促進に関する調査研究

その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置

又は運営を促進するための事業です。 

今後の方向性 必要に応じて、検討を行います。 

 


